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【 訂 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 訂 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ７
【 訂 正 方 法 】 変 更
【 訂 正 の 内 容 】
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　 図 ３ は 、 ポ リ マ ー フ ィ ル ム を 有 す る 対 象 物 を 乾 燥 す る た め の 、 リ ン ス 浴 （ ５ ０ ０ ） と 溶
剤 浴 （ ７ ０ ０ ） の 両 方 を 含 ん だ 装 置 の 概 略 の 説 明 図 で あ る 。 対 象 リ ン ス 浴 （ ５ ０ ０ ）
か ら 取 り 出 す た め の 、 ロ ボ ッ ト ア ー ム 又 は ウ ェ フ ァ ー ウ ォ ン ド を 使 用 す る 作 業 者 の よ う な
手 段 が あ る 。 対 象 物 （ ６ ０ ０ ） を リ ン ス 浴 （ ５ ０ ０ ） か ら 溶 剤 浴 （ ７ ０ ０ ） に
移 動 さ せ る 間 、 そ の ポ リ マ ー フ ィ ル ム 上 の 充 分 な 量 の リ ン ス 液 を 保 持 す る た め の 、 リ ン ス
液 流 れ の よ う な 手 段 が 備 え ら れ て い る 。 対 象 溶 剤 浴 （ ７ ０ ０ ） 中 に 据 え る た め の 、 ロ
ボ ッ ト ア ー ム 又 は ウ ェ フ ァ ー ウ ォ ン ド を 使 用 す る 作 業 者 の よ う な 手 段 が あ る 。
対 象 溶 剤 浴 （ ７ ０ ０ ） か ら 取 り 出 す た め の 、 ロ ボ ッ ト ア ー ム 又 は ウ ェ フ ァ ー ウ ォ ン ド
を 使 用 す る 作 業 者 の よ う な 手 段 が あ る 。 手 段 （ ５ ５ ０ ） 、 （ ６ ５ ０ ） 及 び （ ７
５ ０ ） は 、 図 ３ に お い て 別 々 の 手 段 と し て 記 載 さ れ て い る け れ ど も 、 同 一 の ロ ボ ッ ト ア ー
ム 又 は ウ ェ フ ァ ー ウ ォ ン ド を 使 用 す る 作 業 者 の よ う な 、 同 一 の 手 段 で あ り 得 る こ と が 理 解
さ れ る べ き で あ る 。
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